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トラック運送事業における長時間労働の実態調査について 

 

 



トラック輸送における長時間労働の実態調査 概要（案）

○本調査は、トラック輸送における労働時間の内訳、手待ち時間の詳細、荷役の契約の有無など、長時間労働の実態及び原因を明らかにし、今後

の取引慣行の改善など、労働時間短縮のための対策検討に資することを目的とし、厚生労働省、国土交通省が共同して実施する。

○今後、対策を検討・推進していく上で、本調査による正確な実態把握が何よりも重要となることから、円滑かつ正確な情報収集に向けて、調査に

おいて報告されたデータ等は統計的に処理し、運輸支局や労働基準監督署による監査等に使用しない旨を周知。

①調査の目的等

・地方トラック協会（４７協会）の会員事業者で各都道府県20社以上の事業者から100ドライバー分を回収することを基本とし、

東京・愛知・大阪・北海道は30社以上の事業者から150ドライバー分を回収予定

②調査対象者

③調査内容

ドライバーに下記の各業務に掛かった時間等を記入して頂き、１日の労働時間、業務内容について把握する。（運転日報をより詳しくした調査票

をイメージ。 9月の1週間（9/14（月）～9/20（日）の7日間)分を調査対象期間とする。）

併せて、トラック事業者の属性（保有車両数、ドライバー数、荷主企業との状況等）についても把握し、全国及び各都道府県において傾向を分析

する。

①始業時間、始業点呼、日常点検、乗務前点呼

②発荷主側での手待ち（対象荷主名、手待ちの内容）

③発荷主側での荷役（その作業の対象荷主名、荷役の内容及び方法（手荷役、フォーク等）、荷役に対する書面化及び料金収受の有無）

④運転時間（一般道路、高速道路（高速料金の支払いの有無）の別）

⑤着荷主側での手待ち（対象荷主名、手待ちの内容）

⑥着荷主側での荷役（その作業の対象荷主名、荷役の内容及び方法（手荷役、フォーク等）、荷役に対する書面化及び料金収受の有無）

⑦終業後の作業、乗務後点呼、終業時間 等

④調査スケジュール

平成27年7月 調査票等を確定

8月 地方トラック協会を経由して対象事業者へ調査票一式を配布

9月 調査実施、調査票の提出

平成27年10～12月 調査票の集計・分析

平成28年1月 中央協議会に結果報告

2～3月 都道府県協議会に結果報告



平成 27 年 8 月 
トラック運送事業者各位 

厚 生 労 働 省 
国 土 交 通 省 

 
「トラック輸送状況の実態調査」ご協力のお願い 

 
拝啓 貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 

トラック運送事業の労働者は、総労働時間が長い実態にあり、これは時間指定配送など荷

主都合による手待ち時間や、手積み手卸し作業などによって荷役時間が長時間化するなど、

事業者のみの努力では改善が困難であることが要因であると指摘されています。 
こうした長時間労働は、労働者の心身の健康に影響するだけでなく、昨今物流業界で大き

な課題となっている労働力不足の一因ともなっています。 
そこで、厚生労働省と国土交通省では、トラック運送事業者、荷主、行政等の関係者が一

体となり、「トラック輸送における取引環境・労働時間改善中央協議会」を設置し、対応策を

講じていくことといたしました。 
本調査は、荷主とトラック輸送状況の実態及び原因を都道府県ごとに明らかにし、今後の

取引慣行の改善など、労働時間短縮のための対策検討に向けた基礎資料を収集することを目

的に、厚生労働省、国土交通省が共同して実施するものです。 
業務ご多用中のところ大変恐縮ではございますが、本調査の趣旨をご理解いただき、調査

にご協力いただきますようお願い申し上げます。 
本調査の結果は統計的に処理し、具体的なデータを運輸支局や労働基準監督署による監査

等に使用することはありませんので、実態を正確にご記入下さい。 
なお、本調査の実施につきましては、公益社団法人全日本トラック協会及び全国の都道府

県トラック協会のご協力のもと実施いたしますことを申し添えます。 
敬具 



■アンケート調査票への記入方法等について 
 

◆今回のアンケート調査は、『事業者記入用』と『トラックドライバー記入用』の２種類で

す。 
◆どちらの調査とも、手待ち時間や荷役時間など荷主とトラック輸送状況の実態を把握し、

その改善に取り組もうとするものです。つきましては、長時間労働の実態を正確にご記

入下さい。 
◆本調査は統計的に処理します。この調査結果の具体的なデータを運輸支局や労働基準監

督署による監査等に使用することはありませんので、くれぐれも実態を正確にご記入下

さい。 
 

事業者記入用のご回答について 

① 事業者・事業所の責任者または運行管理者の方がご記入下さい。 
② 平成２７年７月分の実態を正確にご記入下さい。 

 
トラックドライバー記入用のご回答について 

① ご回答いただくドライバーを「５名」選定して下さい。選定は、貴社のドライバー

の運行実態の特徴を捉えることができるよう「地場」、「長距離」の割合など輸送実

態に合わせ、平均的な労働時間のドライバー、長時間労働のドライバーなど、でき

る限り片寄りのないように選択していただきますようお願いします。 
② 調査は、平成２７年９月１４日（月）～２０日（日）までの連続７日分とします。

各調査票（７日分）には左上に調査日を記しています。ドライバーには、添付の「記

入例」を参考に、その該当日の実態をご記入いただくよう、ご指示下さい。 
③ トラックドライバー記入用の調査票は、「運転日報」をより詳しく記載するイメージ

のものです。普段は詳細に捉えていない（記入していない）内容につきましても、

上記の調査期間中は、ドライバーの方々にそれぞれ詳しくご記入いただくよう、ご

指示下さい。 
④ トラックドライバー記入用の調査票の中で、「荷役に対する書面化の有無」、「荷役料

金の収受の有無」、「高速道路を利用した場合の料金収受の有無」の回答は、ドライ

バーには判らない場合があると思われますので、運行管理者や配車担当者の方もご

協力の上、ご回答下さい。 
⑤ 荷役等の作業があった荷主名の記載について、荷主の具体名が書けない場合は、「A

社物流センター」など仮称でも結構です。ただし、この７日間の調査票で、同じ荷

主は同じ名称に統一してご記入いただくよう、ご指示下さい。また、別のドライバ

ーが同一荷主の荷を扱う場合も、事業者を通して名称を統一していただくようお願



いいたします。 
⑥ お手数ですが、トラックドライバーの方が記入したあとで、管理者の方には、上記

の荷主名など「記入内容のチェック」をお願いいたします。 
 

 
■アンケート調査票の提出について 

 
◆調査終了後、下記の調査票を同封の返信用封筒に入れてご返送下さい。 
 《返信用封筒に入れていただく調査票》 
  ・事業者用   １部 

・トラックドライバー用 ５名分（各７枚つづり） 
◆ご返送の締め切り 
  平成２７年９月３０日（水）まで 

 
 
■調査に関するお問い合わせ先 

公益社団法人全日本トラック協会 企画部 （電話 03-3354-1037） 
 

以 上 
 


